
2006年に制定された立命館憲章は、以下のとおりです。 
※改正後の立命館憲章（2026 年施行）については、以下のリンクよりご覧ください。 
 https://www.ritsumeikan-trust.jp/info/about/charter/ 
 

立命館憲章 
 
立命館は、西園寺公望を学祖とし、1900 年、中川小十郎によって京都法政学校として創

設された。「立命」の名は、『孟子』の「尽心章句」に由来し、立命館は「学問を通じて、自
らの人生を切り拓く修養の場」を意味する。 
立命館は、建学の精神を「自由と清新」とし、第 2 次世界大戦後、戦争の痛苦の体験を踏

まえて、教学理念を「平和と民主主義」とした。 
立命館は、時代と社会に真摯に向き合い、自主性を貫き、幾多の困難を乗り越えながら、

広く内外の協力と支援を得て私立総合学園への道を歩んできた。 
 
立命館は、アジア太平洋地域に位置する日本の学園として、歴史を誠実に見つめ、国際相

互理解を通じた多文化共生の学園を確立する。 
立命館は、教育・研究および文化・スポーツ活動を通じて信頼と連帯を育み、地域に根ざ

し、国際社会に開かれた学園づくりを進める。 
立命館は、学園運営にあたって、私立の学園であることの特性を活かし、自主、民主、公

正、公開、非暴力の原則を貫き、教職員と学生の参加、校友と父母の協力のもとに、社会連
携を強め、学園の発展に努める。 
 
立命館は、人類の未来を切り拓くために、学問研究の自由に基づき普遍的な価値の創造と

人類的諸課題の解明に邁進する。その教育にあたっては、建学の精神と教学理念に基づき、
「未来を信じ、未来に生きる」の精神をもって、確かな学力の上に、豊かな個性を花開かせ、
正義と倫理をもった地球市民として活躍できる人間の育成に努める。 
立命館は、この憲章の本旨を踏まえ、教育・研究機関として世界と日本の平和的・民主的・

持続的発展に貢献する。 
 

2006年 7 月 21 日 学校法人 立命館 
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